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マスター タイトルの書式設定三才ブックス︓Amazonで販売禁⽌になった書籍

出典︓いずれも三才ブックスHPより
（左）https://www.sansaibooks.co.jp/arienai/%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%a4%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e4%ba%8b%e5%85%b8.html
（中）https://www.sansaibooks.co.jp/arienai/%e3%82%a2%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%8a%e3%82%a4%e5%b7%a5%e4%bd%9c%e8%be%9e%e5%85%b8.html
（右）https://www.sansaibooks.co.jp/mook/%E8%A3%8F%E3%82%B0%E3%83%83%E3%82%BA%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%83%AD%E3%82%B02022.html

発売⽇︓2021/10/13発売⽇︓2021/04/05発売⽇︓2020/04/03

2022年２⽉にこれらの書籍がAmazonで販売禁⽌になっていることが発覚



マスター タイトルの書式設定⿃取県︓有害図書類指定審査部会（会議概要）
令和３年度第１回⿃取県⻘少年問題協議会有害図書類指定審査部会（会議概要）

１ 開催⽇時
令和４年１⽉17 ⽇（⽉）
午後１時30 分から

２ 開催場所
⿃取県庁議会棟第15 会議室

３ 出席委員
福市委員、⼭本委員、浦⽊委員、
松本委員、⼤⽥委員

４ 会議内容
（１）審査の実施

閲覧による図書類の内容確認
（２）審査結果の発表

右表

⿃取県の公⽂書開⽰決定通知書（2022年5⽉31⽇）
⿃取県⻘少年問題協議会有害図書類指定審査部会では、委員が図書類を閲覧し、全体の内容か
ら審査を⾏っており、審査理由等について、委員の個別の発⾔は⾏われていない状況です。このため、
会議の議事を記録したものとして存在する公⽂書は、会議概要のみとなります。



マスター タイトルの書式設定⿃取県︓有害図書類指定審査部会委員名簿



マスター タイトルの書式設定⿃取県︓有害図書指定理由①



マスター タイトルの書式設定⿃取県︓有害図書指定理由②

2022年5⽉31⽇付けの書⾯
「審査理由等について、委員の個別の発⾔は⾏
われていない」

⇩
2022年9⽉8⽇付けの書⾯
有害図書類指定審査の理由について⾮常に詳細
に記載（誰がいつ発⾔した内容︖）



マスター タイトルの書式設定有害図書指定とどう闘うか︖

⿃取県有害図書指定問題についての意⾒交換
左︓三才ブックス編集⻑⼩野さん

右︓くられさん

＜考えうる有害図書指定への対抗⼿段＞
u 有害図書指定制度が問題であることについて

声をあげ続ける
⇒ 有害図書指定の会議等が

u 有害図書指定について、徹底的な情報公開
請求を⾏う
⇒ ⿃取県の事例での三才ブックスの情報

公開請求は極めて効果的
※ ⾏政の説明責任の追及

u 地⽅議員に対する働きかけを⾏う
⇒ 議会の質問で有害図書指定制度の問題

を取り上げてもらう等
u ⾏政不服審査を⾏う
u ⾏政訴訟を提起する
u ⽴法措置を検討する



マスター タイトルの書式設定⿃取県有害図書指定の主な問題点

①法律で禁⽌されていないにも関わらず、条例によって、
有害図書として指定された図書類の⻘少年への販売
等を禁⽌している

②そもそも⻘少年健全育成という⽬的と有害図書の販売
禁⽌等の⼿段との間に関連性が認められるか疑義があ
る

③有害図書指定の基準が不明確である
④⼀つの⾃治体の条例が全国・全世界の者のインターネッ
ト上の⾏為を規制してしまっている。

⑤明らかな不利益処分であるにも関わらず、被処分者の
権利利益の保護のための⼿続がとられていない
⇒ 条例違反では︖



マスター タイトルの書式設定三才ブックス︓「⿃取県に有害図書指定の理由を聞いてみた」

① 「会議の開催概要を「議事録」と⾔い張り、まともな議事録を残していな
い。」（116⾴）

② 「東京での指定は影響⼒が⼤きくなるため、他県よりは慎重に審議されて
いるようだ（近年はBL本の件で問題となっているが）。なお、指定されると
都庁に呼び出され、当該箇所を具体的に指摘される」（117⾴）

③ ⿃取県は、三才ブックスから質問状を送るまで、有害図書指定の理由す
ら⽰していない（121⾴）

⇩
有害図書指定は明らかに「不利益処分」（⿃取県⾏政⼿続条例2条6号）
に該当すると思われにもかかわらず、県側が条例上の義務を果たしているとは
思えない。
⑴ 具体的な処分基準の策定・公表（第12条）
⑵ 弁明の機会の付与（第13条1項2号）
⑶ 不利益処分の理由の提⽰（第14条）


